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犬山市住宅用地球温暖化対策設備導入費補助金交付要綱  

 

 （趣旨）  

第１条  この要綱は、犬山市環境基本条例（平成１４年条例第４号）

第１４条の規定により、地球温暖化防止の推進を図るため、住宅用

地球温暖化対策設備（以下「設備」という。）を導入する者に対し

予算の範囲内で交付する犬山市住宅用地球温暖化対策設備導入費補

助金（以下「補助金」という。）に関し、犬山市補助金等交付規則

（昭和５６年規則第１０号）に定めるもののほか、必要な事項を定

めるものとする。  

 （交付対象者）  

第２条  補助金の交付対象となる者は、次の各号のいずれにも該当す

るものとする。  

 (1) 市内において次のいずれかの方法により設備を導入した者  

  ア  自らが所有し、及び居住する戸建住宅への設備の設置（以下

「既存住宅設置」という。）  

  イ  自らの居住の用に供する戸建住宅の新築に伴う設備の設置

（以下「新築設置」という。）  

  ウ  自らの居住の用に供する既に設備が設置された戸建住宅（以

下「設備付き住宅」という。）の購入  

 (2)  第５条第１項の申請の日において、補助金の交付を受けよう

とする者（以下「申請者」という。）の属する世帯の構成員（１

８歳未満の者を除く。以下同じ。）が、納期限が到来している犬

山市税条例（昭和２９年条例第１７号）第３条に規定する市税及

び犬山市国民健康保険条例（昭和３６年条例第１９号）第７条に

規定する国民健康保険税の滞納がない者  

 (3) 犬山市暴力団排除条例（平成２４年条例第３４号）第２条第２

号に規定する暴力団員又は同条第１号に規定する暴力団若しくは

暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。  

（補助対象設備）  
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第３条  補助の対象となる設備は、次の表のとおりとする。ただし、

同一年度内において、同表１の項から５の項までに定める設備に

あっては１世帯につき設備ごとに１基に限り、同表６の項から８

の項までに定める設備にあっては１世帯につき１回に限る。  

区分  設備の名称  要件  

１  定置用リチウムイオン

蓄電システム（以下

「蓄電池」という。）  

愛知県が実施する住宅用地球温暖化

対策設備導入促進費に係る補助金

（以下「県補助金」という。）の交

付対象とされる蓄電池であること。  

２  家庭用エネルギー管理

システム（以下「ＨＥ

ＭＳ」という。）  

県補助金の交付対象とされるＨＥＭ

Ｓであること。  

３  電気自動車充給電設備

（以下「充給電設備」

という。）  

県補助金の交付対象とされる充給電

設備であること。  

４  家庭用燃料電池システ

ム（以下「燃料電池」

という。）  

県補助金の交付対象とされる燃料電

池であること。  

５  太陽熱利用システム  県補助金の交付対象とされる太陽熱

利用システムであること。  

６  太陽光発電設備（一体

的導入をする場合に限

る。以下「太陽光発

電」という。）  

県補助金の交付対象とされる住宅用

太陽光発電施設であること。  

７  高性能外皮等（一体的

導入をする場合に限

る。）  

県補助金の交付対象とされる高性能

外皮等であって、ネット・ゼロ・エ

ネルギー・ハウス（以下「ＺＥＨ」

という。）に導入されるものである

こと。  
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８  断熱窓改修工事（一体

的導入をする場合に限

る。）  

県補助金の交付対象とされる断熱窓

改修工事であること。  

２  前項の表において「一体的導入」とは、太陽光発電及びＨＥＭＳ

に併せて蓄 電池、 充給電設備 、高性 能外皮等又 は断熱 窓改修工事  

を一体的に導入することをいう。  

３  第１項の表において「ＺＥＨ」とは、外皮の高断熱化及び高効率

な省エネルギー設備を備え、再生可能エネルギー等により年間の一

次エネルギー消費量の収支が０又はマイナスの住宅をいう。  

（補助対象経費及び補助金の額）  

第４条  補助金 の 交付対象 となる 経 費（以下 「補助 対 象経費」 とい

う。）及び補助金の額は、別表のとおりとする。ただし、この額に

１００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。  

 （補助金交付の申請）  

第５条  申請者は、設備の設置工事（以下「設置工事」という。）が

完了し た日 （新 築 設置又 は設 備付 き 住宅を 購入 した 場 合にあ っ て

は、申請者に住宅の引渡しが完了した日。以下同じ。）から起算し

て６０日を経過する日又は設置工事が完了した日の属する年度の２

月末日のいずれか早い日までに、犬山市住宅用地球温暖化対策設備

導入費補助金交付申請書兼請求書（様式第１）及び経費内訳書（様

式第２）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならな

い。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、この

限りでない。  

 (1) 既存住宅設置にあっては設備の設置に係る工事請負契約書の写

し、新築設置及び設備付き住宅にあってはこれらの戸建住宅に係

る売買契約書の写し  

 (2) 設備を設置した住宅又は設備付き住宅の位置図  

 (3) 既存住宅設置、新築設置又は設備付き住宅の購入に係る支払い

をしたことが確認できる領収書又は口座振込に係る書類の写し及

びその内訳書の写し  
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 (4) 設備付き住宅を購入した場合にあっては、住宅に係る引渡し証

明書（様式第３）（申請者が署名し、又は記名押印したものに限

る。）  

 (5) 蓄電池、ＨＥＭＳ、充給電設備、燃料電池、太陽熱利用システ

ム及び太陽光発電にあっては、保証開始日が確認できる保証書の

写し  

 (6) ＺＥＨにあっては、国が実施するＺＥＨ支援事業（以下「国Ｚ

ＥＨ支援事業」という。）に係る補助金の額の確定を受けたこと

が分かる書類（以下「確定通知書等」という。）の写し又は建築

物省エネルギー性能表示制度（以下「ＢＥＬＳ」という。）に係

る評価書の写し  

(7) 断熱窓改修工事にあっては、製造事業者等が発行する熱貫流率

を記載した出荷証明書の写し又はこれに準ずるもの  

(8) 住宅の全景、設備の設置状態並びに蓄電池、ＨＥＭＳ、充給電

設備、燃料電池、太陽熱利用システム及び太陽光発電にあって

は、機器本体に貼付されている型式、製造番号等が確認できる写

真  

(9) 同意書兼誓約書（様式第４）（申請者及びその属する世帯の構

成員が署名し、又は記名押印したものに限る。）  

 (10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類  

２  前項の場合（ＢＥＬＳに係る評価書の写しを添付する場合を除

く。）において、申請者は、同項に定める期日までに国から確定

通知書等を受け取ることができない場合には、国ＺＥＨ支援事業

に係る補助金の交付決定通知書の写しを市長に提出するものとす

る。この場合において、申請者は、国から確定通知書等を受け取

ったときは、速やかにその写しを市長に提出しなければならな

い。  

（補助金の交付の決定等）  

第６条  市長は、前条第１項の申請があったときは、その内容を審査

し、補助金を交付する旨の決定をしたときは犬山市住宅用地球温暖
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化対策設備導入費補助金交付決定通知書（様式第５）により、交付

しない旨の決定をしたときは犬山市住宅用地球温暖化対策設備導入

費補助金不交付決定通知書（様式第６）により、申請者に通知する

ものとする。  

２  前項の場合において、市長は同項の交付決定をしたときは、速や

かに補助金を交付するものとする。  

 （交付決定の取消し及び補助金の返還）  

第７条  市長は、前条第１項の交付決定を受けた者（以下「補助対象

者」という。）が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、

補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部

を返還させることができる。  

 (1) 提出書類に虚偽の事項を記載する等、補助金の交付に関して不

正の行為があったとき。  

 (2) この要綱、関係法令等に違反したとき。  

 (3) 前２号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。  

２  市長は、前項の取消しをしたときは、犬山市住宅用地球温暖化対

策設備導入費補助金交付決定取消通知書（様式第７）により補助対

象者に通知するものとする。  

 （協力要請）  

第８条  市長は、補助対象者に対し、必要に応じて設備に関するデー

タの提供その他の協力を求めることができる。  

２  補助対象者は、市長から前項の協力要請があったときは、協力す

るように努めるものとする。  

 （雑則）  

第９条  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定

める。  

 

   附  則  

１  この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。  

２  次に掲げる要綱は、廃止する。  
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 (1) 犬山市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱（平成

２２年要綱第１５号）  

 (2) 犬山市住宅用蓄電池設置費補助金交付要綱（平成２８年要綱第

４８号）  

   附  則  

この要綱は、令和元年１２月３日から施行し、改正後の犬山市住

宅用地球温暖化対策設備導入費補助金交付要綱の規定は、平成３１

年４月１日から適用する。  

   附  則  

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。  

   附  則  

１  この要綱は、令和５年４月１日から施行する。  

２  この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式による用紙で、

現に残存す るもの は、当分の 間、そ の改正後の 様式と みなして使  

用することができる。  

   附  則  

 （施行期日）  

１  この要綱は、令和６年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２  改正後の犬山市住宅用地球温暖化対策設備導入費補助金交付要綱

の規定は、この要綱の施行の日以後に犬山市住宅用地球温暖化対策

設備導 入費 補助 金 交付要 綱 第 ５条 の 申請を 行う 者に つ いて適 用 す

る。  

３  この 要綱の 施 行の際、 この要 綱 による改 正前の 様 式による 用紙

で、現に残存するものは、当分の間、その改正後の様式とみなして

使用することができる。  

   附  則  

 （施行期日）  

１  この要綱は、令和７年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  
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２  改正後の犬山市住宅用地球温暖化対策設備導入費補助金交付要綱

の規定は、この要綱の施行の日以後に犬山市住宅用地球温暖化対策

設備導 入費 補助 金 交付要 綱 第 ５条 の 申請を 行う 者に つ いて適 用 す

る。  

３  この 要綱の 施 行の際、 この 要 綱 による改 正前の 様 式による 用紙

で、現に残存するものは、当分の間、その改正後の様式とみなして

使用することができる。  

附  則  

 （施行期日）  

１  この要綱は、令和８年４月１日から施行する。  
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別表 (第４条関係 ) 

区分  設備  補助対象経費  補助金の額  

単体

導入  

蓄電池  リチウムイオン蓄電池及び電

力変換装置（インバータ、コ

ンバータ、パワーコンディシ

ョナー等をいう。）で構成さ

れる設備の設置に係る費用

（消費税及び地方消費税を除

く。）  

補助対象経費の額

に相当する額（そ

の額が１５０，０

００円を超えると

きは１５０，００

０円）  

ＨＥＭＳ  データ集約機器、通信機器、

制御装置、モニター装置、計

測機器及び配線・配線器具の

購入並びに据付その他設備の

設置工事に係る費用（消費税

及び地方消費税を除く。）  

補助対象経費の額

に相当する額（そ

の額が１０，００

０円を超えるとき

は１０，０００

円）  

充給電設

備  

設備本体及び付属品（充電コ

ネクター、ケーブル等）の購

入及び据付けその他対象設備

の設置工事に係る費用（消費

税及び地方消費税を除く。）  

補助対象経費の額

に相当する額（そ

の額が５０，００

０円を超えるとき

は５０，０００

円）  

燃料電池  燃料電池ユニット、貯湯ユニ

ット、付属品（リモコン、配

管カバー、燃料電池試運転に

係る費用等）、配線、配線器

具、配管及び配管器具の購

入、据付並びにこれらの工事

に付随する工事に関する費用

（消費税及び地方消費税を除

補助対象経費の額

に相当する額（そ

の額が５０，００

０円を超えるとき

は５０，０００

円）  
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く。）  

太陽熱利

用システ

ム  

集熱部、貯湯部、蓄熱部、配

線、配線器具、配管及び配管

器具の購入並びに据付けその

他対象設備の設置工事に係る

費用（消費税及び地方消費税

を除く。）  

補助対象経費の額

に相当する額（自

然循環型にあって

はその額が１６，

０００円を超える

ときは１６，００

０円、強制循環型

にあってはその額

が４８，０００円

を超えるときは４

８，０００円）  

一体

的導

入  

太陽光発

電  

太陽電池モジュール、架台、

接続箱、直流側開閉器、交流

側開閉器、インバータ・保護

装置、発生電力量計、余剰電

力販売用電力量計及び配線・

配線器具の購入並びに据付そ

の他設備の設置工事に係る費

用（消費税及び地方消費税を

除く。）  

補助対象経費の額

に相当する額又は

１０，０００円に

設備を構成する太

陽電池モジュール

の公称最大出力の

合計（単位はキロ

ワットとし、小数

点以下２位未満を

切り捨てて算出す

る。）を乗じて得

た額（その額が４

０，０００円を超

えるときは、４

０，０００円）の

いずれか小さい額  
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備考  

  １  この表において、「自然循環型」とは集熱器及び貯湯部の間

を自 然循 環 作用 に よっ て熱 輸 送を 行 い、 給湯 に 利用 す るも の  

をいう。  

２  こ の表 におい て、「 強制 循環型 」とは 集熱 器及び 蓄熱槽 の  

間を 強制 的 に循 環 させ るこ と によ っ て熱 輸送 を 行い 、 給湯 、

暖房 等に 利 用す る もの 又は 集 熱器 で 暖め られ た 空気 を 集熱 フ

ァン によ り 強制 的 に室 内に 送 風し 、 暖房 等に 利 用す る もの を  

 いう。  

 断熱窓改

修工事  

断熱窓の設置工事に係る費用

（消費税及び地方消費税を除

く。）  

補助対象経費の額

に相当する額（そ

の額が７０，００

０円を超えるとき

は、７０，０００

円）  

 蓄電池、

ＨＥＭＳ

及び充給

電設備  

設備の区分に応じ、それぞれ

単体導入の項に定める補助対

象経費の額  

設備の区分に応

じ、それぞれ単体

導入の項に定める

補助金の額  

一体

的導

入

（Ｚ

ＥＨ

に係

るも

の）  

高性能外

皮等（太

陽光発電

及びＨＥ

ＭＳを含

む。）  

県補助金の交付対象とされる

住宅として補助を受けた対象

経費の額  

補助対象経費の額

に相当する額（そ

の額が１６０，０

００円を超えると

きは、１６０，０

００円）  


